
高浜町ひとり親家庭等習い事支援事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、ひとり親家庭等の児童の習い事に係る費用に対し補助金を交 

付することにより、習い事を通して児童の成長を支援することを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

 ⑴ 「ひとり親家庭等」とは、次に掲げるいずれかに該当する世帯をいう。ただ 

し、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けている

世帯を除く。 

  ア 児童扶養手当（児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条第１ 

項に規定する手当をいう。）受給世帯 

  イ 高浜町ひとり親家庭医療費助成（高浜町ひとり親家庭医療費の助成に関す 

る条例に規定する助成をいう。）受給世帯 

  ウ 町民税非課税世帯 

  エ 高浜町ひとり親家庭医療費助成支給停止世帯 

  オ その他ひとり親世帯 

 ⑵ 「児童」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する児童の 

うち小学校１年生から中学校３年生までをいう。 

 ⑶ 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、児童を 

現に監護し、かつ、その生計を維持している者をいう。 

 

 （受給対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「受給対象者」という。）は、 

高浜町に住所を有する、ひとり親家庭等の児童の保護者とする。 

 

 （補助対象経費） 

第４条 補助対象となる習い事にかかる費用は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑴  初期費用（入会金その他これに準じるもの） 

⑵  月謝、受講料 

⑶  道具、教材、教具代 

⑷  ユニフォーム、制服代 

⑸  その他町長が必要と認めるもの 

 

（補助対象期間） 

第５条 補助の対象となる期間は、毎年４月１日から当該年度の３月３１日までの

１年間とする。ただし、第２条に規定する補助対象者の要件に該当しないことが



決定した者は、当該決定した月の月末を終期とする。 

 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする受給対象者（以下「申請者」という。）は、

習い事にかかる支払いをしたときは、高浜町ひとり親家庭等習い事支援事業補助

金交付申請書兼請求書（様式第１号）および支払証明書（様式第２号）に必要事

項を記入し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が天災、疾病、その

他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同 

一年度において複数回申請する場合、前回申請と同じ内容であれば⑴から⑶につ

いては省略することができる。 

⑴  児童扶養手当証書の写し（第２条第１号アに該当する場合に限る。） 

⑵  高浜町ひとり親家庭等医療費受給者証の写し（第２条第１号イに該当する   

場合に限る。）  

⑶  非課税証明書（第２条第１号ウに該当する場合に限る。） 

⑷  戸籍謄本（第２条第１号エ、オに該当する場合に限る。） 

⑸  その他町長が必要と認める書類 

３ 前項の規定にかかわらず、申請者が公簿その他必要な方法により町長が調査 

することに同意し、町長が確認できる書類は、添付を要しないものとする。 

 

 （補助金の算定） 

第７条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付額

を算定するものとする。 

２ 補助金の交付額は、補助対象者が養育する小学校１年生から中学校３年生ま 

での児童が習い事を受けるために支払った費用とする。ただし、次の各号に掲 

げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。 

⑴  児童扶養手当全部支給相当所得者  

児童一人あたり、４月から１０月までは上限 70,000 円、１１月から３月まで 

は上限 50,000 円とする。 

⑵  児童扶養手当一部支給相当所得者、町民税非課税世帯 

  高浜町ひとり親家庭医療費助成支給停止世帯およびその他ひとり親世帯 

児童一人あたり、４月から１０月までは上限 35,000 円、１１月から３月まで

は上限 25,000 円とする。 

 

 （交付決定） 

第８条 町長は、第６条の規定により交付申請があった場合は、その内容を審査の

上、速やかに補助金の交付又は不交付の決定をし、通知しなければならない。 

  



（交付方法） 

第９条 町長は、受給資格者の指定した金融機関の預貯金口座に、口座振替の方法

により交付するものとする。 

 

 （交付決定の取消し） 

第１０条 町長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当した場合には、認定を

取り消し、又は補助金の交付決定の一部若しくは全部を取り消すことができる。 

⑴  第２条に規定する要件を欠くことになったとき。 

⑵  虚偽の申請、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 町長は、受給者が補助金の交付決定を受けた後、前項の規定により補助金の 

交付決定を取り消したときは、その取り消した部分について返還を求めること 

ができる。 

 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

    附 則 

 （施行期日） 

 この告示は、令和８年１月１日から施行する。 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の高浜町ひとり親家庭習い事支援事業実

施要綱の規定は、令和７年１１月１日から適用する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

年  月  日  

 

 高浜町長  様 

 

申請者   住 所             

          氏 名                   

(電話     －   －   )     

 

高浜町ひとり親家庭等習い事支援事業補助金交付申請書兼請求書 

 

       年度高浜町ひとり親家庭等習い事支援事業補助金の交付を受けたいので、高浜町

ひとり親家庭等習い事支援事業補助金交付要綱第６条の規定により関係書類を添え、下記の

とおり申請します。 

 

記 

 

 １. 申請額(請求額)               円 

       

 ２. 対象児童氏名                                

(生年月日：   年  月  日、小学校   年生) 

    

 ３. 振込口座 

金融機関名  支店名  

預金種別 普通・当座 口座番号        

フリガナ  

口座名義人 
 

 

 

※支払証明書および支払を証明できる書類を添付してください。支払を証明できる書類を添付で

きない場合、事業所の押印を受けた支払証明書を提出してください。 

（支払を証明できる書類の例：領収書の写し、振込を確認できる通帳口座の写し、児童の名前・

支払日・支払額が記載されている月謝袋の写し など） 

  



様式第２号（第６条関係） 

支 払 証 明 書 

           殿 

   習い事に係る費用の支払日：令和  年  月  日 

   習い事に係る支払金額：          円 

   習い事に係る支払品目：                      

   （例：月謝、教材、ユニフォームなど） 

   習い事の種別：  学習塾  ・ その他（            ） 

 高浜町における習い事を支援する事業の支給に係る資料として、自治体へ提出
する必要がありますので、上記について習い事に係る費用として支払いを行った
ことを証明願います。 

令和  年  月  日 

   対象児童氏名：                     

   保 護 者 氏 名 ：                     

   住 所：                     

 上記について相違ないことを証明する。 

   令和  年  月  日 

   事業所の名称 ：                    

   （会計
代 表

責任者）
者 氏 名

：               （印）   

   所 在 地 ：                    

   電 話 番 号  ：                    

※確認書類（領収書の写し、振込を確認できる通帳口座の写し、児童の名前・支払日・支払額が

記載されている月謝袋の写し等）の添付がある場合は押印不要です。 


